
　
市
営
住
宅
の
補
充
入
居
者
を

　
　
　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す

　
市
営
住
宅
に
空
き
が
出
た
の
で
、
入

居
者
を
募
集
し
ま
す
。
団
地
ご
と
に
抽

選
を
行
い
、
当
選
者
を
決
定
し
ま
す
。

建設年度

平成2～平成4

昭和51～昭和53

昭和54～昭和57

平成16

募集
戸数

1

2

5

1

間取り

3LDK

3DK

3DK

3LDK

公募する団地

御領

南豊崎

豊福

響
ひびきがはら

原

不知火

松橋

豊野

受
付
期
間

　
６
月
10
日
㊊
～
28
日
㊎

申�

し
込
み
方
法　
申
込
書
に
入
居
希
望

の
団
地
を
記
入
し
、
必
要
関
係
書
類

を
添
え
て
都
市
整
備
課
ま
た
は
各
支

所
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

入
居
者
は
、
7
月
中
旬
予
定
の
公
開

抽
選
会
で
決
定
し
ま
す
。

資
格　
※
次
の
全
て
を
満
た
す
こ
と

・
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

・
収
入
が
一
定
基
準
以
下

・
地
方
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

・�

連
帯
保
証
人
を
2
人
立
て
る
こ
と
が

　
で
き
る

・�

現
在
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う

　
と
す
る
親
族（
婚
約
者
な
ど
を
含
む
）

　
が
い
る
※
60
歳
以
上
な
ど
単
身
で

　
入
居
可
能
な
場
合
あ
り

・�

申
込
者
や
同
居
者
に
暴
力
団
関
係
者

　
が
い
な
い

※�

申
込
者
の
住
所
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
。
熊
本
地
震
で
住
宅
を
滅
失
し
た

人
は
申
し
込
み
資
格
が
異
な
り
ま

す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

・
市
営
住
宅
入
居
申
込
書

・�

平
成
31
年
度
所
得
証
明
書
ま
た
は
平

　
成
30
年
分
源
泉
徴
収
票（
入
居
予
定

　
者
全
員
分
）

・
市
税
の
未
納
が
無
い
こ
と
の
証
明

書（
納
税
義
務
者
全

員
分
）※
課
税
が
さ

れ
て
い
な
い
人
は

所
得
課
税
証
明
書

・
住
民
票
謄
本（
入　

居
予
定
者
全
員
分
）

※�

別
途
書
類
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問�

都
市
整
備
課��

住
宅
係

　

�

☎（
32
）１
６
９
４

　
中
小
企
業
近
代
化
整
備
資
金

　
利
子
補
給
制
度

　
市
で
は
、
中
小
企
業
近
代
化
整
備
資

金
利
子
補
給
制
度
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
中
小
企
業
が
施
設
や
設
備

を
整
備
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
を
行
う

場
合
に
、
市
が
補
助
す
る
制
度
で
す
。

　

利
子
補
給
の
交
付
を
受
け
る
場
合

は
、
金
融
機
関
の
融
資
決
定
か
ら
1
カ

月
以
内
ま
た
は
初
回
返
済
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
必
要
書

類
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
※
次
の
全
て
を
満
た
す
こ
と

・
資
本
金
ま
た
は
出
資
金
の
総
額
が

１
０
０
０
万
円
以
下
で
、
常
時
使
用

す
る
従
業
員
の
数
が
50
人
以
下
の
法

人
ま
た
は
個
人

・
宇
城
市
に
住
所
、
事
業
所（
店
舗
な

ど
）が
あ
る

・
同
一
事
業
を
1
年
以
上
営
ん
で
い

る
、
ま
た
は
新
規
創
業
か
事
業
転
換

で
あ
る

・
市
税
の
未
納
が
な
い（
非
課
税
や
免

税
措
置
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
市

長
の
証
明
が
あ
る
）

・
営
業
許
可
ま
た
は
登
録
を
必
要
と
す

る
業
種
に
つ
い
て
は
、
許
認
可
を
受

け
て
い
る

補
給
対
象
事
業

・
店
舗
の
新
築
、
増
築
ま
た
は
改
築（
住

居
そ
の
他
の
用
途
に
使
用
す
る
部
分

を
除
く
）

・
顧
客
用
無
料
駐
車
場
の
新
設
ま
た
は

整
備（
用
地
取
得
費
、
自
家
用
駐
車

場
設
備
を
除
く
）

・
事
業
に
付
随
す
る
機
械
ま
た
は
設
備

機
器
の
購
入

利
子
補
給
の
割
合
と
期
間
に
つ
い
て

・
利
子
補
給
の
対
象
利
率
は
、
年
4
％

以
内
を
限
度
と
し
、
年
間
に
支
払
っ

た
利
子
額
の
2
分
の
1
以
内
の
額
を

補
助
し
ま
す
。
た
だ
し
、
1
円
未
満

は
切
り
捨
て
ま
す
。

・
利
子
補
給
の
対
象
期
間
は
、
償
還
の

始
期
か
ら
3
年
間
。

・
同
一
事
業
者
が
利
子
補
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
融
資
資
金
の
限
度
は

借
入
金
の
う
ち
年
間
１
０
０
０
万
円

を
上
限
と
し
ま
す
。

対
象
金
融
機
関

　
政
府
系
金
融
機
関
、
熊
本
宇
城
農
業

協
同
組
合
、
熊
本
県
信
用
組
合
、
熊

本
第
一
信
用
金
庫
、
熊
本
銀
行
、
肥

後
銀
行

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問�

商
工
振
興
課��

商
工
物
産
係

　

�

☎（
32
）１
６
０
４

　
指
定
文
化
財
保
存
事
業
・

　
文
化
芸
能
団
体
活
動
を
応
援

　
指
定
文
化
財
の
保
存
事
業
を
し
て
い

る
人
や
、
伝
統
文
化
を
保
存
継
承
し
て

い
る
団
体
な
ど
を
応
援
す
る
補
助
金
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

伝統文化継承補助金

市内で活動している文化
芸能団体

伝統文化の保存継承と、
育成を目的とした継続的
な活動を主体とする事業

経費の2分の1（食糧費を除く）
70,000円
6月28日金○

指定文化財保存事業補助金
国・県・市指定文化財を所有、
管理し、補助金対象事業を
実施する団体または個人

被災した指定文化財の修復
を含む、市内の指定文化財
の保存事業

事業内容により異なります
7月31日水○

対象

対象事業

補助率
補助上限額
申請期限

問�

文
化
課　

☎（
32
）１
９
５
４

　
住
ま
い
再
建
支
援
事
業
で

　
公
営
住
宅
へ
の
入
居
を
助
成

　
熊
本
地
震
で
被
災
し
、
県
内
の
公
営

住
宅
に
入
居
し
た
世
帯
の
入
居
費
用
を

助
成
し
ま
す
。

助
成
金　
10
万
円
／
世
帯

対�

象
・�
全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
半
壊
解
体
世

　
帯
で
県
内
の
公
営
住
宅
に
入
居
し
た

　
世
帯

・�

応
急
仮
設
住
宅
に
入
居
後
、
期
限
内

　
に
退
去
し
、
県
内
の
公
営
住
宅
に
入

　
居
し
た
世
帯

必
要
書
類

・
宇
城
市
発
行
の
罹り

災さ
い

証
明
書（
写
し
）

・
入
居
先
の
住
民
票

・
申
請
者
の
通
帳（
写
し
）

・�

応
急
仮
設
住
宅
に
入
居
し
て
い
な
い

　
半
壊
世
帯
は
解
体
証
明
書（
写
し
）

・�

公
営
住
宅
の
入
居
当
選
通
知
書
な
ど

　
公
営
住
宅
へ
の
入
居
が
分
か
る
も
の

申
請
期
限　
令
和
２
年
２
月
28
日
㊎

申
請
場
所　
社
会
福
祉
課

問�

社
会
福
祉
課��

地
域
福
祉
係

　

�

☎（
32
）１
３
８
７

　
児
童
手
当
の
現
況
届
は

　
６
月　
日
㊎
ま
で
に
提
出
を

　
現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け

る
受
給
者
の
所
得
や
子
ど
も
の
養
育
状

況
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
届
け

出
が
な
い
と
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

市
か
ら
送
付
す
る
現
況
届
に
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
公
務
員
は
勤
務
先
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　
６
月
28
日
㊎

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・��

現
況
届（
６
月
中
旬
ま
で
に
郵
送
）

・�

受
給
者
の
健
康
保
険
証（
コ
ピ
ー
可
）

・�

印
鑑

※�

平
成
31
年
度
の
所
得
課
税
情
報
が
市

で
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
状
況
に

よ
り
平
成
31
年
度
所
得
課
税
証
明
書

の
提
出
を
依
頼
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

※�

そ
の
他
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
書
類

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
郵
送
す
る
通

知
の
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提�

出
先　
子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
各
支
所
窓
口
係

問�

子
育
て
支
援
課��
子
育
て
支
援
係

　

�

☎（
33
）１
１
１
８

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
が

　
　
　
　
　
　
販
売
さ
れ
ま
す

　
10
月
1
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費

税
率
引
き
上
げ
の
影
響
緩
和
対
策
と
し

て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
を
実

施
し
ま
す
。

対
象

・��

住
民
税
非
課
税
者（
生
活
保
護
受
給

　
者
な
ど
を
除
く
）

・�

平
成
28
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
子
が
い
る
世
帯
の
世
帯
主

　
詳
し
く
は
、
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

問�

商
工
振
興
課��

商
工
物
産
係

　

�

☎（
32
）１
６
０
４

　
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

　
　
　
　
　
　
作
成
し
ま
し
た

　
避
難
所
の
迅
速
な
開
設
や
、
地
域
住

民
や
関
係
機
関
と
連
携
し
た
円
滑
な
運

営
を
行
う
た
め
に
、
基
本
的
事
項
を
ま

と
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
ま
し

た
。
災
害
発
生
へ
の
備
え
や
、
平
時
の

訓
練
で
も
活
用
し
ま
す
。

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。

問�

社
会
福
祉
課��

地
域
福
祉
係

　

�

☎（
32
）１
３
８
７

市からのお知らせ
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